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教 育 委 員 会 １ ２ 月 定 例 会  報 告  
 

 

１ 開催日時 

令和４年１２月２０日(火) １３：１０～１４：２０ 

 

２ 出席者 

 委 員  中 嶋     剛 

      前 田    愛 

      船 橋  修 一 

      朝 長  昭  光 

 教育長  遠 藤  雅 己 

 

 事務局 

  教育政策監      西  村  一  孔   教育次長        川 下  隆 治 

  教育総務課長     児 玉  英 輝 

教育総務課参事（学校給食センター所長）            川 下  善 文 

  学校教育課長     堺    邦 寿   学校教育課参事     刈 山  弘 全 

社会教育課長      前 田  勝 盛   文化振興課長       大 野  安 生 

  文化振興課参事（歴史資料館長)                           今 村    明 

図書館副館長     堀 江  史 佳   教育総務課課長補佐  桒 原  孝 司 

 

３ 議事 

《議案》 

  第３０号議案 専決処分について（三浦小学校用地の取得について）   

 

《報告事項》 

(1) 令和５年大村市「二十歳の集い」（成人式典）について 

(2) ミライｏｎ図書館のイベントについて（令和４年１２月、令和５年１月、２月） 

  (3) ミライｏｎカフェスペース出店候補者の再公募について 

 

  (4) 令和５年度始業式・入学式及び小学校運動会・中学校体育大会・市中総体の期 

日について 

 

《その他》 

 

４ 議事録 

教育長 

ただいまから令和４年１２月教育委員会定例会を開催します。本日

の会議は、定足数に達しております。議事日程表は、本日差替えを配

布していますので、そちらをご覧ください。 

議事日程１「前回会議録の承認」を議題とします。原案のとおり会
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議録を承認することとしてよろしいでしょうか。 

全委員 はい。 

教育長 

それでは、ご異議ありませんので、承認することとします。 

議事日程２「教育長報告」を行います。１１月１６日以降の報告を

致します。 

１１月１６日水曜日から１７日木曜日まで、第３回長崎県都市教育

長協議会が壱岐で開催されております。 

１１月１８日金曜日、萱瀬中学校計画訪問。 

１１月１９日土曜日、大村こどもの家の秋まつりがあり、その後、

村川元教育委員が関係されています松原神楽のお披露目会がございま

した。 

１１月２２日火曜日、三浦小学校の研究発表会。 

１１月２５日金曜日、松原小学校創立１５０周年記念式典が開催さ

れております。 

１１月２６日土曜日、大村市公民館大会がコミセンで行われており

ます。 

１１月２７日日曜日、令和４年度大村市防災訓練が行われました。

午後から前田委員にお世話になりましたが、第３８回西大村中学校ブ

ラス定期演奏会に出席しました。非常に盛り上がりました。さくらホ

ールで開催されました。これで、萱瀬中学校を除くすべての中学校の

定期演奏会が終了しました。 

同日、初心者の小学生を中心に結成したキッズブラスの中間発表会

が、森園公園みどりのふれあい館で開催されております。 

１１月２８日月曜日、黒丸踊法養祭が開催されております。 

１１月３０日水曜日、プラットおおむらの２階で、心臓・腎臓検診

反省会ということで、医師会が主催されまして、養護の先生方と検診

を担当された先生方の意見交換が行われています。 

１２月２日金曜日、定例校長会。 

１２月３日土曜日、イングリッシュパフォーマンスコンテストがコ

ミセンで行われております。 

１２月６日火曜日、令和４年度少年の主張全国大会で玖島中学校３

年生の赤川明信君が文部科学大臣賞、実質２位の成績ということで、

市長を表敬訪問されております。私も同席させていただきました。 

１２月７日水曜日、定例教頭会。 

１２月９日金曜日、シーハット地域ねこ覚書取り交わしが行われて

おります。新聞にも掲載されていましたが、ＴＮＲ運動、Trap・

Neuter・Return（トラップ・ニューター・リターン）ということで、

猫を捕獲し、避妊手術して、元の場所に戻して育てるというものでご

ざいます。この覚書を教育委員会とボランティア団体とで結びまし

た。 

１２月１０日土曜日、スポーツ少年団のバレーボール交流大会がシ

ーハットで行われております。 

１２月１１日日曜日、地球温暖化防止ポスター・標語コンテスト表

彰式が環境センターで行われまして、小中学生及び一般の表彰が行わ

れております。 

１２月１２日月曜日、第２回大村市立中学校新制服制定委員会が市

役所大会議室で開催されております。 
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１２月１５日木曜日、学校給食向上推進委員会が開催されておりま

す。 

１２月１７日土曜日、長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団第３４回大村定期

演奏会がさくらホールで開催されております。 

１２月１９日月曜日、大村市奨学生選考委員会を開催し、貸与型の

３名の応募者の審査を行いました。 

以上で教育長報告を終わります。各委員から何か報告はありません

か。 

教育長 
なければ、議事日程３、第３０号議案を議題とします。事務局の説

明を求めます。 

教育総務課長 

第３０号議案、専決処分の承認について、でございます。 

三浦小学校用地の取得について、議案集２ページのとおり専決処分

いたしましたので、委員会の承認を求めるものでございます。 

申し訳ありませんが、事前に配布していました議案集３ページの内

容の一部に誤りがありましたので、本日配布しています「三浦小学校

用地の取得について」と表題がなっている資料をご覧ください。 

また、併せて、４ページ以降に該当地の位置図等を添付しています

のでご確認ください。 

今回寄附をいただいた土地は、大村市日泊町６５８番地３、面積は

１２㎡です。 

８月３０日にこの周辺に地籍調査が入っています。その際に所有者

から寄附の申し出がございました。その後、学校との調整等を経て、

１１月１６日に所有者と無償で寄附する旨の意思確認ができたため、

所有権移転等の手続きを行ったものです。 

 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

教育長 何かご質問はございませんか。 

教育長 ４ページの内容をもう少し詳しく教えてください。 

教育総務課長 

赤い丸を付けているところが、今回寄附をいただいた土地になりま

す。県道から三浦小学校に上っていく途中のカーブになっているとこ

ろの三角地帯になります。５ページが航空写真になりますので、見や

すいと思います。 

教育長 

これは、三浦地区の地籍調査で判明しまして、今までは学校の敷地

と思われていたんですが、実際は私有地であったということになりま

すが、寄附をしていただくということになりました。 

朝長委員 他は学校の敷地になるんでしょうか。 

教育総務課長 

５ページの三角で囲った今回寄附していただいた土地の上の部分

は、学校の敷地になりますが、右隣の畑のような部分は、別の方の私

有地になります。 

教育長 質問を終結します。意見はございませんか。 

中嶋委員 金額にすれば、いくらぐらいになるんでしょうか。 

教育総務課長 
 申し訳ありません。この辺りの土地の評価額がわかりませんので、

いくらになるかわかりません。 

教育長 
それでは、意見を終結します。採決します。第３０号議案につい

て、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

全委員 はい。 

教育長 
ご異議ありませんので、原案のとおり承認することにします。 

次に議事日程４自由討論に入ります。皆様から議事以外に何かござ
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いませんか。 

朝長委員 

コロナの状況について、ご報告します。今現在は、大村市で何人の

陽性者がいるのか公表されていません。６５歳以上の方や妊娠中の方

などの人数だけが公表されています。 

例年、医師会では、インフルエンザの人数を医院同士で共有して、

どこどこ小学校の何年何組でインフルエンザが発生したとなると、そ

のクラスの子どもが受診すると「インフルエンザか注意しよう。」と

いうことをやっています。小児科の澤先生がプログラムを作られて、

氏名のイニシャル、性別、住所、学校名などを入力するものです。 

このシステムをコロナにも使うように、１２月１日から始めまし

た。１１月に大村市内でインフルエンザが２人発生しましたが、その

後は発生していません。このシステムによりますと、昨日（１２月１

９日）のコロナの陽性者は、１８３人です。日曜日（１８日）は少な

いので、４３人です。土曜日（１７日）が１０２人、金曜日（１６

日）が１２３人、木曜日（１５日）が１３７人、水曜日（１４日）が

１２４人、火曜日（１３日）が１６７人、月曜日（１２日）が２１８

人です。その前の日曜日（１１日）は、４人しかいない。たぶん検査

していなからだと思います。その前の土曜日（１０日）が８５人、金

曜日（９日）９８人、木曜日（８日）８５人、それより前は７０人台

で推移しています。先々週が７０～８０人台であったのが、先週は１

３０～１６０人くらいに増えています。今週がどうなるかというとこ

ろです。この人数は、福祉保健部にも報告してあると思います。医師

会に問合せてもらっても大丈夫です。 

県全体の陽性者数は公表されていますが、大村市の陽性者数が６５

歳以上や妊娠されている方などに限られているので、大村市の陽性者

が何人なのか分からないのですが、このシステムの人数で、大村市内

で増えているのか減っているのか、大体の状況が分かることになりま

す。 

教育長 コロナのワクチン接種の状況はどうなんでしょうか。 

朝長委員 

今年の集団接種会場は、予約いっぱいだそうです。私の病院でも接

種を増やしているんですが、なかなか追いつかない状況です。６人揃

えるのが中々難しいです。 

教育長 乳幼児が罹患した場合の症状はどうなんでしょうか。 

朝長委員 

子どもの診察はしていないので、そこはわかりません。陽性者の年

代別の状況ですと、陽性者１７０人の中で、７０歳以上の高齢者は１

０数人で、１９歳以下が４割でした。また、２０代よりも３０代、４

０代が多いです。子どもと親など家族内で発生しています。 

中嶋委員 インフルエンザは、１１月の２件だけなんでしょうか。 

朝長委員 

日本全国では、じわじわ増えています。しかし、そこまで増えてい

ません。インフルエンザは、マスクしていたら、ほとんどかかりませ

ん。診療をしていても、マスクしていれば、うつされません。コロナ

は、マスクしていてもうつってしまいます。そういう点では、コロナ

は感染力が強いと言われています。 

教育長 

朝長委員ありがとうございました。他にないでしょうか。これで自

由討論を終了します。議事日程５報告事項について、事務局から説明

をお願いします。 

社会教育課長 令和５年二十歳の集いについて、資料により報告いたします。 
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開催日時は、令和５年１月８日日曜日、１３時から１４時まで、場

所はシーハットおおむらメインアリーナにて、参集方式で開催し、同

時に YouTube（ユーチューブ）でライブ配信を行います。 

式典内容は資料のとおり前年と同様、コロナの感染防止の観点か

ら、時間をおおむね 1 時間に短縮し、開会行事、二十歳の誓い、パフ

ォーマンス、思い出のアルバム上映、長崎ＯＭＵＲＡ室内合奏団の演

奏などとなります。 

参加者は、二十歳の方とその家族などの一般観覧者を対象とし、コ

ロナ感染防止対策を講じ、式典会場の１階フロアには、席の間隔を空

けて二十歳の方に座っていただき、２階のアリーナに一般観覧者に座

っていただくこととします。 

来賓につきましては、コロナの感染防止のため、市議会議員、国会

議員、県議会議員、教育委員、社会教育委員、市内各学校の校長に制

限させていただきます。 

駐車場及び車での送迎につきましては、前回、ガレリア前のロータ

リーにて、新成人の暴走による事故が起きたことから、市役所裏のボ

ートレース企業局第５駐車場を利用することとします。 

なお、コロナの感染状況によっては、開催方法の変更、延期又は中

止など検討する必要があると考えております。 

説明は以上でございます。 

教育長 
ご質問等ございませんか。去年の事故とその対策について、教えて

ください。 

社会教育課長 

ガレリア前のロータリーで新成人の車が暴走し、警備会社の方が怪

我をされました。このことから、シーハットの敷地内の駐車場は、全

面進入禁止にし、路線バスのみ乗り入れを許可します。その代替場所

として、市役所裏の第５駐車場を送迎スペース、来賓スペース、参加

者スペースとして区切って、そこに駐車していただくことにしており

ます。警察官は、２５名参加していただきますが、その半数が駐車場

や式典会場に配置していただき、残りの半分は巡回していただく予定

です。 

図書館副館長 

令和４年１２月から令和５年２月までのミライ on 図書館のイベン

トについて、説明いたします。 

はじめに、１「じゃがいものヒミツを解き明かそう」です。配布い

たしましたチラシをご覧ください。じゃがいもをテーマに農林技術開

発センターと連携イベントを行います。ジャガイモ栽培の歴史につい

ての講演会や野菜栽培の相談会、資料の展示などを行います。 

次に、こちらもチラシを配布していますが、長崎県金融広報委員会

とミライ on 図書館共催の「長崎県金融広報委員会公開講座『ゼロか

らわかるキャッシュレス決済』」です。近年、急速に普及が進んでい

るキャッシュレス決済について、その内容や利用の際の注意点などを

学ぶ講座です。 

次に、３「講演会『絵本がうまれるところ にしむらかえさんの世

界』」です。配布したチラシをご覧ください。県内在住の絵本作家、

にしむらかえさんをお招きし、絵本作家という仕事や絵本製作の過程

などについてお話しをしていただきます。 

次に、４「講座『ノウフクってなんだろう？』」です。配布したチ

ラシをご覧ください。大村市でも取組を進めている農福連携につい

て、その現状や取組がもたらす効果などを学ぶ講座です。 

その他、項目５及び６は再掲、７から１１については、定例の催し
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でございますので、説明を省略させていただきます。 

続けて説明させていただきます。ミライ on カフェスペースの出店

事業者の再公募について、報告いたします。配付した資料をご覧くだ

さい。 

先月１１月の定例会において、１０月２８日までの応募件数がゼロ

という結果を皆様に報告いたしました。 

その後、事業者の負担を軽減する方針を定め、公募要項を見直し、

スケジュールを再設定のうえ、再度の公募を実施しております。 

１日も早い事業者の選定及び営業の開始を優先するため、事後のご

報告となりましたことをお詫び申し上げます。 

お配りしています「ミライｏｎカフェスペース出店候補者の再公募

について」の資料をご覧ください。 

今回、飲食店等を経営する事業者の皆様へ幅広く広報、周知するた

め、先程のチラシを製作いたしました。 

産業振興部と協議・調整を行い、商工会議所内の中小企業相談所さ

まのご助言を得ながら、事業者の皆様、起業に向け活動されているの

皆様などの目に触れるような場所に配布しております。 

また、障がい福祉課にも助言をいただき、就労系の社会福祉法人へ

の情報提供も行って参ります。 

そのほか、１２月１日木曜日から市やミライ on 図書館の公式ホー

ムページをはじめ、市公式フェイスブック、ＬＩＮＥ等各種ＳＮＳな

どへの掲載も実施済みでございます。 

資料の項目５「公募要項の見直し基本方針」をご覧ください。基本

方針として「事業者負担を軽減する。」こととし、以下見直し内容を

列記しております。 

一つ目は「オリジナルメニュー」や「地産地消メニュー」要件を削

除しております。これは飲食業界における人材確保の厳しい状況を考

慮したものです。 

二つ目は、カフェスペースでの調理という点を緩和し、一部完成し

た食品、飲料等の持込み販売も可能といたします。これは、カフェス

ペース内のキッチンの面積が狭いこと、調理のために電気調理器のみ

で対応しなければならないことを考慮したものです。 

三つ目は、行政財産使用料、家賃に相当する費用ですが、事業者の

法人格や事業内容等に応じて、行政財産使用条例及び規則等の範囲内

で、行政財産使用料の減免やその納付回数、時期等について協議でき

ることとしています。これは、開業当初の資金的な負担を少しでも軽

減することを考慮したものです。 

その他、ミライ on の開館日にとらわれることなく定休日の設定を

可能としている点、ミライ on の開館時間帯の中で、任意に営業時間

帯の設定を可能とした点などがございます。 

なお、昨日は、現地見学会を実施いたしました。２事業者にご参加

いただきましたが、熱心に見学をされておられました。１月２０日の

締め切りまでに、魅力的な事業者にご応募いただくことを希望してお

ります。 

以上で、図書館からの報告を終わります。 

教育長 何かご質問はございませんか。 

中嶋委員 
昨日、２つの事業所が参加されたということですが、可能性はどう

ですか。 
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図書館副館長 

昨日来ていただいた２つの事業者ですが、１つは市内で既にカフェ

という形態で飲食店を経営されている方で、もう１つは、テイクアウ

トを専門にした食べ物を提供されている方でした。かなり熱心に見学

されていたので、応募していただけるものと期待しています。 

教育長 現在のカフェは、いつまでの営業でしょうか。 

図書館副館長 
図書館が１２月２７日まで開館しますが、カフェは２５日までの営

業になっております。そこで閉店となります。 

教育長 次の事業者の営業開始は、いつになるんでしょうか。 

図書館副館長 

募集要項では５月１日を営業開始としておりますが、あくまで予定

日でして、営業するに当たって新たな工事などありますので、５月１

日以降の営業開始になったり、逆に前倒しになったりすることも協議

可能としております。 

前田委員 お家賃は、いくらになるんですか。 

図書館副館長 
年間で５６万円、月に換算しますと、４万７千円ほどになります。

こちらは、地価を基に算定した金額になります。 

朝長委員 

カフェの入口が別で夜も使えると、食事で使いやすくなるので、応

募する事業者が増えるんじゃないかと思います。そうなると、厨房が

狭いというのも問題になるかもしれませんが。 

昼間は仕事で行けない私たちでも、美味しければ、夜に食事に行き

たいと思うので、そこがどうにかならないかなあと思います。 

図書館副館長 

図書館とカフェの入口が構造上一緒になっているという制限がござ

います。入口を別にするとなると大幅な工事が必要になりますので、

現時点では難しいと考えています。 

教育次長 

カフェスペースに面したガラス窓は、すべてはめ込み式になってい

まして、出入りができないということがあります。もし出入りができ

れば、外のオープンスペースもカフェスペースにするなど発展的な使

い方も考えられ、そういったことで客数を確保ということも考えられ

たかもしれません。先程副館長も言ったように、建物の構造上、図書

館の出入り口と一緒にならざるえないという状況です。そこが１つ目

のネックになります。 

もう 1 つは、厨房の狭さになります。バックヤードが狭く、食材の

保管であったり、作業するスペースが狭いということがございます。 

教育長 

県が基本設計、実施設計していますので、その辺りをもう少しどう

かしてもらえればよかったんでしょうが、全体で一つのデザインとし

て設計してありますので、難しかったのかもしれません。 

では、次の報告をお願いします。 

学校教育課長 

令和５年度始業式・入学式及び小学校運動会・中学校体育大会・市

中総体の期日について、報告いたします。 

まず、令和５年度の始業式の期日についてです。資料１ページをご

覧ください。令和４年度の行事予定になります。①の部分です。大村

市立小中学校管理規則第２条の２において、４月５日までが学年はじ

め休業日とされており、令和４年度は４月６日が始業式となっていま

す。令和５年度につきましては、この始業式の期日を、１日ずらして

４月７日金曜日に変更したいと考えております。 

３枚目の資料をご覧ください。令和５年度の行事予定になります。

学年始めの休業を４月６日までとし、始業式の期日を４月７日金曜日

にしたいと考えております。こうすることで、子どもたちは、土日を
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はさんで、新年度に向けての心の準備を改めて行い、翌週の月曜日か

ら本格的に新年度をスタートできるものと思います。 

また、教員にとっては、新年度開始の準備期間が、従来であれば、

４月３日月曜日から５日水曜日までの３日間しかありませんが、６日

木曜日までにすることで、４日間の準備期間となり、子どもたちを迎

え入れる万全の準備ができるものと考えています。 

そうすることで、児童生徒及び教職員が余裕をもって、新年度をス

タートできるようになるものと考えております。諫早市も同様の対応

をする予定と聞いております。 

このことに伴い、中学校の入学式が、翌週１０日月曜日、小学校の

入学式が４月１１日火曜日の予定となります。市内県立学校の入学式

との重なりがないよう、大村市中高特支連絡協議会を通じて、中学校

の入学式を４月１０日午前、市内県立学校の入学式を４月１０日午後

とできないか、協力を依頼することとしています。 

次に、小学校運動会、中学校体育大会、市中総体の日程についてで

す。資料の１枚目、令和４年度の行事予定をご覧ください。 

この表の②と⑤の部分になります。②中学校総合体育大会は、授業

時数や準備に余裕を生み出すために、６月に全競技同日開催としたい

と思っています。これによって、③小学校春の運動会は、準備や練習

に余裕を生み出すために今年度と比べて１週間後に、④中学校体育大

会は、生徒の命を守る熱中症対策のために、９月中旬に開催していた

ものを５月に、変更したいというものです。 

具体的には、資料の２枚目をご覧ください。大村市校長会及び大村

市中体連からの資料になります。具体的には、下段の部分になりま

す。中学校体育大会を５月２１日日曜日、学校春の運動会を５月２８

日日曜日、市中総体を６月１０日土曜日及び１１日日曜日、小学校秋

の運動会を１０月１日日曜日と考えております。 

ただし、萱瀬中学校体育大会は、萱瀬小学校との合同開催であるた

め期日は検討中でございます。また中総体において調整・準備が整わ

ない競技は、別日開催とし、令和６年度からは全競技完全実施を目指

しています。 

資料３枚目に令和５年度の行事予定を載せておりますので、ご確認

をお願いいたします。 

学校教育課からの報告は以上です。 

教育長 何かご質問等ございませんか。 

中嶋委員 

小学校の運動会が、約半数、春と秋に分かれるということですけど

も、令和５年度も同様のようですが、これは各学校の判断に任せると

いうことでよろしいでしょうか。 

学校教育課長 
中嶋委員がおっしゃられたとおりで、春秋半数ずつくらいになると

思います。 

教育長 

これについては、色んな意見があります。１年生の親にとっては、

子どもの成長を見るのに、秋の運動会ほうがわかりやすい。春では、

成長の度合いがわかりにくいという意見があります。その辺りは、各

学校でしっかり説明をしていただかないといけないと思います。 

学校教育課長 
校長会等を通じて、校長に連絡しまして、再度、検討及び周知に努

めるよう伝えていきたいと思います。 

教育長 地域や保護者の意見を聞いて、検討していただきたいと思います。 

中嶋委員 運動会がコロナ禍によって半日開催となっているのがほとんどで
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す。それでいいのかどうか、校長会や地域、保護者と話をして、１日

開催がいいのか、半日開催がいいのか、検討していただきたいと思い

ます。春と秋の問題、半日と１日開催の問題は、一緒に検討すべきだ

と思います。 

先日、退職校長会と市ＰＴＡ連合会との会合があり、市Ｐ連の幹部

の方と話しましたが、コロナ禍であり半日開催でも問題ないと思うと

おっしゃっていました。昼食の弁当を作らなくていいから非常に楽だ

という保護者の声もその市Ｐ連の会合で聞きました。都合のいい点、

悪い点、色々あると思いますので、よく話し合って、最終決定をする

ほうがいいと思います。 

教育長 
他何かないでしょうか。市中総体の陸上競技は、一緒の日程だった

でしょうか。 

学校教育課長 

陸上競技については、令和５年度については競技場の都合がつかな

いので、別日程での開催と聞いています。令和６年度以降について

は、同日開催で調整していくと聞いております。 

教育政策監 

私も教育長と同じで令和５年度からと聞いていたと思いますが、お

そらく諫早市と合同で陸上競技を実施するということで、まだ諫早市

との調整が済んでいないのかなと思いました。 

学校教育課長 

大村市と諫早市の中体連の事務局と両市教委の担当者が一緒になっ

て調整をしましたけれども、合同開催では、令和５年度は会場の都合

がつかなかったと報告を受けています。令和６年度からは、それを調

整して、合同開催で進めると聞いております。 

教育長 
今までは別日程でやっていたので掛け持ちで出場できましたが、同

日開催となると掛け持ちで出られなくなるということがございます。 

前田委員 
陸上競技を諫早市と合同でするというのは、どういった理由からで

しょうか。 

学校教育課長 

同日に開催して、一緒にレースは行いますが、諫早市の１位、大村

市の１位と順位を付け、県大会に出場する順位はそれぞれで付けま

す。 

前田委員 場所はどこで行うんでしょうか。 

学校教育課長 トランスコスモススタジアムになります。 

教育政策監 

陸上競技協会の審判が大村の大会にも諫早の大会にも呼ばれて行か

ないといけないということがあって、同日にしてもらえれば非常に助

かるという陸上競技協会からの要望があるということを、中体連の会

長から聞いています。あと、平日ではなく、休みの日がいいというこ

ともあるそうです。 

教育長 

今までは、県大会への出場権を取る大会でしたが、今度から男女そ

れぞれ優勝旗を作りましたので、大村内での男女の総合優勝校を決め

ることになります。その辺が、少し変わってくると思います。 

中嶋委員 

別日開催ですと他の競技の選手が、陸上競技に出るといったことが

できましたが、同日開催ですとできなくなります。その辺がどうなの

かなと思います。 

教育政策監 

私も同日開催の話が出たときに一番にその点を考えました。球技が

終わって、１週間くらい陸上の練習をして、陸上大会で１・２位とっ

て、県大会に行くということがありました。 

逆の立場で考えますと、陸上部の子ども達が３年間一所懸命頑張っ

たのに、１週間前に入った子どもに県大会出場を奪われてしまうとい

うことがあり、それもかわいそうだなという気持ちもあります。確か
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に記録的なものを考えますと、サッカー部ですとか、バスケットボー

ル部ですとか、そこの子ども達がいいかもしれませんが、陸上の子た

ちにも脚光を浴びせたほうがいいかなと思います。 

中嶋委員 陸上部の人数はそんなに多くないと思いますが、どうでしょうか。 

教育政策監 

陸上部の人数は、市内各学校そんなに多くはありません。 

同日開催の場合であっても、球技のベンチ入りメンバーは決まって

いますので、それに入れなかった子どもは、陸上競技に参加するのは

可能と考えています。 

教育長 

ちょっと難しい問題になっています。 

私からも１点、お話があります。小学校で、６校時のうち５校時を

午前中にしている学校があります。これについては、様々な意見があ

りますので、現状で何校あるのか、その目的は何なのか、整理してい

く必要があると思います。 

学校教育課長 

市内１５小学校のうち、９校が午前に５校時まで実施しています。

午前に５校時まで実施している学校では、１２時４０分から給食の準

備が始まり、１３時頃から給食を食べるということになります。午前

５校時になった経緯につきましては、学習指導要領の改訂に伴って、

授業時数が増えたことが大きな要因であります。また、午前中に５校

時実施することで、授業時数の確実な確保と子ども達を少し早く帰せ

るということがございます。午前５校時をして、給食を食べてすぐ帰

すということが可能になりますので、これまでは午前中日課とした場

合は、毎日２時間ずつ欠課が生まれていたんですけども、そういう欠

課時数も生まれない状況になっています。 

そういったことから、家庭訪問時にも欠課時数が減り、円滑な教育

課程の実施に繋がっているというところがございます。 

私も午前５校時の学校に赴任したときは、子ども達は大丈夫なのか

なと思っていましたが、子ども達は時間に慣れてスムーズに実施でき

ていると思いました。 

教育長 来年度から増える予定はありますか。 

学校教育課長 
今年度、午前４校時を実施した学校が６校ですけれども、まだ確認

をしておりませんので、確認してまいりたいと思います。 

教育長 
これについても様々な意見がありますので、地域や保護者に各学校

がしっかり説明する必要があると思います。 

◎その他 なし 

教育長 
これをもちまして令和４年１２月教育委員会定例会を終了します。 

１４時２０分 

１月定例教育委員会  １月１７日（火） １３時０５分から 


